
取締役会規程   

 第１章 総 則   

（目 的）  

第１条 当会社の取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほかは、この規程の定めるとこ

ろによる。  

（構 成）  

第２条 取締役会は、取締役全員をもってこれを構成し、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督す

る。 

２ 監査役は取締役会に出席し、必要がある場合には意見を述べることを要する。 

（開 催）  

第３条 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。 

 ２ 定時取締役会は、原則として 1 ヶ月に１回開催するものとする。 

 ３ 臨時取締役会は、必要ある場合に随時開催する。  

 第２章 招 集  

（招集権者）  

第４条 取締役会は、代表取締役社長がこれを招集する。代表取締役社長に事故があるときは、予め取締役

会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 

（招集通知）  

第５条 取締役会の招集通知は、定款で定めるところにより会日の 3 日前までに、各取締役に対して発する

ものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 

  ２ 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで、取締役会を開催することができる。 

（招集の請求）  

第６条 取締役は、必要に応じ、議案および審議を必要とする理由を記載した書面を招集権者に提出して、

取締役会の招集を請求することができる。  

    ２ 前項の請求をした取締役は、請求後５日以内にその請求の日より２週間内の日を会日とする 取締役会

が招集されないときは、自ら取締役会を招集することができる。  

  

 



第３章 議 事  

（議 長）  

第７条 取締役会の議長は、代表取締役社長がこれにあたる。代表取締役社長に事故があるときは、 予め取

締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 

（決 議）  

第８条 取締役会は、全取締役の過半数にあたる取締役の出席により成立し、その決議は出席取締役 の過半

数をもってこれを行なう。  

 ２ 会議の目的たる事項につき利害関係を有する取締役は、その決議に参加することができない。 この

場合、その取締役は出席取締役の数に算入されない。  

（決議事項）  

第９条 取締役会の決議を要する事項は、別表に定める。 

（報 告）  

第 10 条 代表取締役は、１ヶ月に１回以上、会社の業務執行の状況またはその必要な情報を、取締役会に

おいて報告または説明するものとする。ただし、事案により、その業務を担当する他の 取締役にこ

れを行なわせることができる。  

 ２ 取締役が競業または自己取引をしたときは、遅滞なく、その取引についての重要な事項を取 締役会

に報告しなければならない。  

（取締役以外の者の出席）  

第 11 条 取締役会が必要と認めたときは、取締役以外の者を取締役会に出席させて、その意見または 説明

を求めることができる。  

（議事録）  

第 12 条 取締役会の議事は、その経過の要領と結果を議事録に記載または記録し、出席した取締役および

監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。 

 ２ 欠席した取締役には、議事録の写しおよび取締役会の資料を送付する。 

付 則  

（施 行）  

第 13 条 この規程は、令和 6 年 5 月１日から実施する。 
  



 
別紙（第９条関係）  

取締役会決議事項  

 



 
 


